
環
境
企
画

班 県
庁
舎
建

設
班 号

外

七�
平

成
二
十
九
年

四

月

一

日

環
境
生
活
部

環
境
企
画
課
長

総
務
部

県
庁
舎
建
設
課

長

１

自
然
公
園
施
設
等
の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

２

野
生
鳥
獣
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
の
災
害
対
策
及
び
連
絡

調
整
に
関
す
る
こ
と
。

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

目

次

規

則

○
岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

防

災

課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

○
災
害
対
策
基
本
法
に
よ
る
指
定
地
方
公
共
機
関
に
関
す
る
告
示
の

一
部
改
正

(

防

災

課)

三

規

則

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
九
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
総
務
部
の
部
管
財
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
清
流
の
国
推
進
部
の
部
清
流
の
国
づ
く
り
政
策
班
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

５

大
学
等
高
等
教
育
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
環
境
生
活
部
の
部
環
境
生
活
政
策
班
の
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

公
民
館
等
の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
環
境
生
活
部
の
部
環
境
生
活
政
策
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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翌
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地
域
福
祉

班 １

衛
生
専
門
学
校
等
の
災
害
対
策
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

２

希
望
が
丘
こ
ど
も
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
災
害
対
策
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

文
化
伝
承

班 文
化
創
造

班 県
民
生
活

班

(
県
民

生
活
相
談

セ
ン
タ
ー

を
含
む
。

以
下
同
じ
。)

健
康
福
祉
部

地
域
福
祉
課
長

環
境
生
活
部

文
化
伝
承
課
長

環
境
生
活
部

文
化
創
造
課
長

環
境
生
活
部

県
民
生
活
課
長

１

社
会
福
祉
施
設(

地
域
福
祉
課
所
管
分)

の
災
害
対
策

に
関
す
る
こ
と
。

２

義
援
金
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

１

県
有
文
化
施
設(

文
化
伝
承
課
所
管
分)

の
災
害
対
策

に
関
す
る
こ
と
。

２

文
化
財
等
の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

県
有
文
化
施
設(

文
化
創
造
課
所
管
分)

の
災
害
対
策
に

関
す
る
こ
と
。

１

災
害
発
生
時
に
お
け
る
県
民
か
ら
の
電
話
問
合
せ
窓
口

に
関
す
る
こ
と
。

２

生
活
必
需
物
資
の
安
定
供
給
及
び
物
価
の
安
定
対
策
に

関
す
る
こ
と
。

３

災
害
対
策
用
物
資
の
確
保
等
に
関
す
る
こ
と
。

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

産
業
人
材

班
国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
及
び
木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル
の
災
害
対
策
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

商
工
労
働
部

産
業
人
材
課
長

職
業
安
定
所
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

３

被
災
者
に
対
す
る
生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
四
十
四
号)

の
適
用
に
関
す
る
こ
と
。

４

被
災
世
帯
に
対
す
る
生
活
福
祉
資
金
等
の
融
資
に
関
す

る
こ
と
。

５

災
害
救
助
の
応
援
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
環
境
生
活
部
の
部
自
然
環
境
保
全
班
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
環
境
生
活
部
の
部
文
化
振
興
班
の
項
を
削
り
、
同
部
統
計
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

別
表
第
二
環
境
生
活
部
の
部
県
民
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
健
康
福
祉
部
の
部
健
康

福
祉
政
策
班
の
項
第
四
号
中｢

義
援
金
品
の
募
集
、
受
付
、
配
分
等｣
を｢
義
援
物
資
の
取
扱
い｣

に

改
め
、
同
部
の
部
医
療
整
備
班
の
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四

号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

５

被
災
者
に
対
す
る
国
民
健
康
保
険
料(

税)

及
び
一
部
負
担
金
の
減
免
に
関
す
る
こ
と
。

６

災
害
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
の
国
及
び
県
支
出
金
の
申
請
に
関
す
る
こ
と
。

７

被
災
者
に
対
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
及
び
一
部
負
担
金
の
減
免
に
関
す
る
こ
と
。

８

災
害
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医
療
国
庫
支
出
金
の
申
請
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
健
康
福
祉
部
の
部
医
療
福
祉
連
携
推
進
班
の
項
事
務
分
掌
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
健
康
福
祉
部
の
部
薬
務
水
道
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
健
康
福
祉
部
の
部
地
域
福
祉
国
保
班
の
項
を
削
り
、
同
表
商
工
労
働
部
の
部
労
働
雇
用
班

の
項
事
務
分
掌
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
商
工
労
働
部
の
部
労
働
雇
用
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
商
工
労
働
部
の
部
産
業
技
術
班
の
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、

同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

３

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
の
災
害
対
策
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

４

情
報
産
業
施
設
の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
商
工
労
働
部
の
部
新
産
業
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
振
興
班
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
同

項
第
四
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
部
航
空
宇
宙
産
業
班
の
項
事
務
分
掌
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
商
工
労
働
部
の
部
観
光
誘
客
班
の
項
を
削
り
、
同
部
国
際
班
の
項
中｢

国
際
班｣

を｢

海

外
戦
略
推
進
班｣

に
、｢

国
際
課
長｣

を｢

海
外
戦
略
推
進
課
長｣

に
改
め
、
同
表
教
育
部
の
部
社
会

教
育
文
化
班
の
項
を
削
る
。

別
表
第
三
指
揮
総
括
チ
ー
ム
の
項
中 ｢

防
災
課
長(

原
子
力

災
害
に
あ
つ
て
は
、

危
機
管
理
政
策
課
原

子
力
防
災
室
長)

｣

を ｢

防
災
課
長(

原
子
力

災
害
に
あ
つ
て
は
、

危
機
管
理
政
策
課
原

子
力
防
災
室
長)

防
災
課
防
災
対
策
監｣

に
改
め
、

同
表
避
難
所
支
援
チ
ー
ム
の
項
中

｢

防
災
課
防
災
対
策
監｣

を

｢

防
災
課
地
域
防
災
支
援
監｣

に
、
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｢
廃
棄
物
対
策
班

地
域
福
祉
国
保
班

教
育
財
務
班

｣

を ｢

廃
棄
物
対
策
班

健
康
福
祉
政
策
班

地
域
福
祉
班

教
育
財
務
班

｣

に
改
め
、
同
表
食
料
物
資
チ
ー
ム
の
項
中 ｢

県
民
生

ン
タ
ー

健
康
福

地
域
福

活
相
談
セ

班祉
政
策
班

祉
国
保
班｣

を ｢
県
民
生
活
班

健
康
福
祉
政
策
班

地
域
福
祉
班

｣

に
改
め
、
同
表
被
災
者
支
援
チ
ー
ム
の
項
中｢

防
災
課
地
域
防

災
支
援
監｣

を｢

防
災
課
防
災
対
策
監｣

に
改
め
る
。

別
表
第
五
総
務
班
の
項
第
二
十
五
号
中｢
、
支
部｣

を｢

支
部｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
六

号
と
し
、
同
項
第
二
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

25

公
民
館
等
に
避
難
所
等
を
開
設
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
五
教
育
班
の
項
第
三
号
中｢

、
公
民
館
等｣
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
八
号

災
害
対
策
基
本
法
に
よ
る
指
定
地
方
公
共
機
関
に
関
す
る
告
示(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
告
示
第
四

百
六
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

二
中｢

一
般
ガ
ス
事
業｣

を｢

一
般
ガ
ス
導
管
事
業｣

に
改
め
る
。

( ) 平成29年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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